
令和６年度 島本町監査計画 

 

 

 島本町監査基準第７条第１項の規定に基づき、令和６年度の島本町監査計画を次のとお

り定める。 

 

監査等の種類 

（根拠法令） 
監査等の対象 予定時期 実施体制 

定例監査（財務監査及び行政監査） 

（地方自治法第１９９条第４項） 

（地方自治法第１９９条第２項） 

全部局事務 ４月及び 

１０月 

監査委員２名 

及び事務局 

決算審査 

（地方自治法第２３３条第２項） 

（地方公営企業法第３０条第２項） 

一般会計 

各特別会計 

水道事業会計 

下水道事業会計 

７月 監査委員２名 

及び事務局 

基金運用状況審査 

（地方自治法第２４１条第５項） 

土地開発基金 

健全化判断比率及び資金不足比率審査 

（地方公共団体財政健全化法第３条第１

項及び第２２条第１項） 

実質赤字比率 

連結実質赤字比率 

実質公債費比率 

将来負担比率 

資金不足比率 

８月 監査委員２名 

及び事務局 

例月出納検査 

（地方自治法第２３５条の２第１項） 

一般会計 

各特別会計 

水道事業会計 

下水道事業会計 

毎月２０日 

（原則） 

監査委員２名 

及び事務局 

工事技術監査 

（地方自治法第１９９条第５項） 

契約額２５０万円

以上の工事から監

査委員が選定する

もの 

下半期 事務局及び技

術士（外部委

託） 

 

※ 本監査計画に定める監査等のほか、監査等を実施する必要が生じた場合は、その都度

協議し、実施する。 


